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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのろう付けされた領域を含む銅製マトリックスに少なくとも１つの金属
加工物をアーク溶接する方法であって、そのろう付け材料が銅及びリンを含み、前記銅製
マトリックスは、スペーサを構成するフィンによりそれぞれ分離される複数のプレートの
スタックにより支持されており、前記フィンおよび前記プレートは、前記ろう付けされた
マトリックスを形成するように互いにろう付けされており、前記金属加工物は、熱交換器
の一部を構成する流体収集分配容器の構成要素であり、
　（ａ）銅および１重量％を超えるスズを含む合金からなる少なくとも１つの層を前記ろ
う付けされた領域の少なくとも一部上に堆積し、
　（ｂ）前記金属加工物を、工程（ａ）で堆積された前記少なくとも１層の銅／スズ合金
に溶接する
方法。
【請求項２】
　前記銅／スズ合金が、少なくとも１．０５％であり且つ１０％未満のスズを含むことを
特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記銅／スズ合金が、少なくとも８０重量％の銅を含むことを特徴とする請求項１また
は２記載の方法。
【請求項４】
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　前記銅／スズ合金が、１重量％未満のリンを含むことを特徴とする請求項１ないし３の
いずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　前記銅／スズ合金が、２重量％から８重量％までのスズを含むことを特徴とする請求項
１ないし４のいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　工程（ａ）において、銅／スズ合金に基づく複数の層を堆積し、それらの層が、１層が
別の層に対して少なくとも部分的に重なり合っていることを特徴とする請求項１ないし５
のいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　工程（ａ）の銅／スズ合金の少なくとも１層の堆積を、（ｉ）被覆される合金領域を局
所的に予備加熱し、（ｉｉ）工程（ｉ）で予備加熱された領域に、電気アークにより溶融
された銅／スズ合金を供給し、堆積させることにより行うことを特徴とする請求項１ない
し６のいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　前記工程（ｉ）の予備加熱を、１種類以上の電気アークを用いることにより実施するこ
とを特徴とする請求項７記載の方法。
【請求項９】
　工程（ｉｉ）において、前記合金を、ワイヤの形態の銅／スズ合金として供給すること
を特徴とする請求項７記載の方法。
【請求項１０】
　工程（ｉｉ）において、溶融性ワイヤを溶融させるための前記電気アークを、ＭＩＧま
たはＴＩＧ溶接トーチの少なくとも一方により発生させることを特徴とする請求項７また
は９記載の方法。
【請求項１１】
　工程（ａ）で堆積された前記銅／スズ合金の少なくとも１層が、固化温度で０．１ない
し３．５％のリン溶解限度を有することを特徴とする請求項１ないし１０のいずれか１項
記載の方法。
【請求項１２】
　請求項１ないし１１のいずれか１項記載の溶接プロセスを、スペーサを形成するフィン
によりそれぞれ分離され、少なくとも１つのろう付けされたマトリックスを支持するプレ
ートのスタックに、前記交換器の少なくとも１つの流体収集分配容器を溶接するために用
いることを特徴とする、ろう付けされた銅製熱交換器を製造するための方法。
【請求項１３】
　スペーサを形成するフィンによりそれぞれ分離される複数のプレートのスタックにより
支持されたろう付けされたマトリックスに溶接された少なくとも１つの流体収集分配容器
を備える銅製熱交換器であって、前記容器は、少なくとも１つのろう付けされた領域を含
む銅製マトリックスに少なくとも１つの金属加工物をアーク溶接する方法であって、その
ろう付け材料が銅及びリンを含み、（ａ）銅および１重量％を超えるスズを含む合金から
なる少なくとも１つの層を前記ろう付けされた領域の少なくとも一部上に堆積し、（ｂ）
前記金属加工物を、工程（ａ）で堆積された前記少なくとも１層の銅／スズ合金に溶接す
る方法によって、前記ろう付けされたマトリックスに溶接されており、前記ろう付けされ
たマトリックスは前記銅製マトリックスとして使用され、前記容器は前記金属加工物とし
て使用されることを特徴とする銅製熱交換器。
【請求項１４】
　前記流体収集分配容器が、銅またはステンレス鋼で作られていることを特徴とする請求
項１３記載の交換器。
【請求項１５】
　請求項１３または１４記載の少なくとも１つの交換器を備える、流体を分離するための
プラント。
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【請求項１６】
　流体を分離するための方法であって、請求項１３または１４記載の少なくとも１つの熱
交換器を用いる方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ろう付けされた銅製熱交換器を溶接する方法に関し、溶接により熱交換器を製
造する方法に関し、そのような方法により得られる熱交換器に関し、気体、特に空気の分
離のためのそれらの使用に関する。
【０００２】
【従来の技術】
銅製熱交換器は、通常まず、マトリックスを形成するために互いにろう付けされるプレー
トとフィンを積み重ね、次いで、装置で処理される流体を収集し、分配する役割をする１
以上の流体収集容器を付け加えることにより製造される。
【０００３】
ヘッダーとも呼ばれる流体収集容器は、溶接により熱交換器のろう付けされたマトリック
スに公知の様式で取り付けられ、固定される。
【０００４】
溶接による銅／銅結合の一般的な場合には、純粋な銅より用いるのが容易であるので、フ
ィラー製品として銅合金（銅／ニッケル合金または銅／アルミニウム合金など）を用いる
ことが一般的な実施形態である。
【０００５】
しかしながら、熱交換器の製造の間に１以上のヘッダーをろう付けされたマトリックスに
結合させるという事例においては、流体ヘッダーをマトリックスに結合させる溶接は、熱
交換器のその溶接部の構成要素のプレートとフィンを互いに接続させるろう付け材料で充
填された間隙と必然的に交差する。
【０００６】
現在、きわめて高価である銅／銀合金、およびはるかに廉価であるけれども一般的に約５
重量％ないし約８重量％の量のリンを含む銅／リン合金の２つのタイプのろう付け合金が
銅をろう付けするために用いられる。実際、銀またはリンを添加することは、純粋な銅に
比べて合金の融点を有意に、典型的には摂氏数百度低下させ、このことは、ろう付け操作
を実施することを可能とするために必須である。
【０００７】
しかしながら、ろう付けされたプレートとフィンから形成されるマトリックスが、リンが
添加された銅合金によるろう付け材料を用いて製造されるとき、いくつかの問題が生じる
。
【０００８】
これは、ろう付けされた銅製マトリックスを例えば銅製収集容器に溶接するとき、溶接さ
れねばならない結合平面内に位置するマトリックスのろう付けの領域が、そのろう付けさ
れたマトリックスとマトリックスに溶接されねばならない容器の壁との間に溶接された結
合部を作り出すために用いられる溶接合金と混合するからである。
【０００９】
そのとき、このことは、溶接プールの温度がろう付け温度よりはるかに高いのでリンの気
化をもたらし、多孔発生のリスクを誘発し、とりわけ、通常のフィラー製品を用いてその
ように製造された溶接された結合部の脆化を誘発する。というのは、溶接のために通常用
いられる合金中のリンの溶解度はきわめて小さいからである。このことは、結合部の固化
の間に実質的なリンの凝離（ｓｅｇｒｅｇａｔｉｏｎ）をもたらし、結果として、リンの
きわめて富化されたもろい領域の形成ももたらす。
【００１０】
そのことは、次いで、溶接された結合部の亀裂形成現象をもたらし、次いで、漏出または



(4) JP 4373149 B2 2009.11.25

10

20

30

40

50

その他の封止上の問題を、そのように形成された交換器に引き起こす。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
それゆえ、本発明の目的は、上記問題を軽減することを可能とするろう付けされた銅製熱
交換器の製造に適用可能な改善された溶接方法および、また漏出の問題、または貧弱な封
止の問題を有さない、その方法により得られる改善された交換器を提供することである。
【００１２】
言い換えれば、提起される問題は、リンの富化されたもろい領域を形成することなく熱交
換器の銅製部分を効果的に溶接することを可能とすること、したがって、構成部材である
下地部材が従来の方法を用いて溶接されるところの交換器より大きな強度の交換器の製造
を可能とする、熱交換器を溶接するための方法を提供することである。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
それゆえ、本発明は、少なくとも１つのろう付けされた領域を含むマトリックスに少なく
とも１つの金属加工物をアーク溶接する方法であって、そのろう付け材料が銅及びリンを
含み、
（ａ）銅および１重量％を超えるスズを含む合金からなる少なくとも１つの層をろう付け
された領域の少なくとも一部上に堆積し、
（ｂ）金属加工物を、前記工程（ａ）で堆積された少なくとも１層の銅／スズ合金に溶接
する
方法を提供する。
【００１４】
本発明の文脈の中では、パーセンテージ（％）は、重量パーセンテージである。
【００１５】
事例に応じて、本発明の方法は、１以上の以下の技術的特徴を含み得る。
【００１６】
－銅／スズ合金は、少なくとも１．０５％のスズ、好ましくは少なくとも１．２％のスズ
を含む。
【００１７】
－銅／スズ合金は、１０％未満のスズ、好ましくは６％未満のスズを含む。
【００１８】
－銅／スズ合金は、少なくとも８０重量％の銅、好ましくは少なくとも９０重量％の銅を
含む。
【００１９】
－銅／スズ合金は、１重量％未満のリンを含む。
【００２０】
－銅／スズ合金は、２重量％から８重量％までのスズ、好ましくは、ほぼ３重量％から６
重量％までのスズを含む。
【００２１】
－工程（ａ）において、銅／スズ合金に基づく複数の層を堆積し、それらの層が、１層が
別の層に対して少なくとも部分的に重なり合っている。
【００２２】
－工程（ａ）の銅／スズ合金の少なくとも１層の堆積を、（ｉ）被覆される合金領域を局
所的に予備加熱し、および（ｉｉ）工程（ｉ）で予備加熱された領域に、電気アークによ
り溶融された銅／スズ合金を供給し、堆積させることにより行う。
【００２３】
－工程（ｉ）の予備加熱を、１種類以上の電気アーク、好ましくはＴＩＧまたはプラズマ
溶接トーチにより発生する少なくとも１つのアークを用いることにより行う。
【００２４】
－工程（ｉｉ）において、合金を、ワイヤの形態の銅／スズ合金として供給する。
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【００２５】
－工程（ｉｉ）において、溶融性ワイヤを溶融させるための電気アークを、ＭＩＧまたは
ＴＩＧ溶接トーチの少なくとも一方により発生させる。
【００２６】
－ろう付けされたマトリックスが、ＳＮ、ＡＧおよびＺＮから選ばれる少なくとも１種の
ろう付け元素をさらに含む。
【００２７】
－工程（ａ）で堆積された層を構成する銅／スズ合金が、任意に、ケイ素、マンガン、鉄
およびニッケルから選ばれる少なくとも１種の付加的な元素を含む。
【００２８】
－ろう付け材料が、３から１０％のリン、０から１５％の銀および０から１％のニッケル
を含む。
【００２９】
－工程（ａ）で堆積された層が、０．５％未満のマンガン、０．５％未満のケイ素および
０．０５％未満の鉄を含む。
【００３０】
－工程（ｂ）において、加工物を、ＭＩＧ、ＴＩＧまたはプラズマ法またはそれらの方法
の組み合わせ、好ましくはパルス式ＭＩＧ法により溶接する。
【００３１】
－ろう付けされたマトリックスを、スペーサを構成するフィンによりそれぞれ分離される
複数の前記プレートのスタックにより支持し、前記フィンおよび前記プレートを前記ろう
付けされたマトリックスを形成するように互いにろう付けする。
【００３２】
－加工物は、熱交換器の一部を構成する流体収集および／または分配容器の構成要素であ
り、前記加工物は、好ましくは、銅またはステンレス鋼で作られている。
【００３３】
－マトリックス上に堆積される層は、溶接された結合部がマトリックスのろう付けされた
領域に由来する前記結合部の付加的な要素に組み込まれることなく、加工物と前記層との
間に作り出されることを可能とするのに十分な幅を有する。
【００３４】
本発明はまた、本発明による溶接プロセスが、スペーサを形成するフィンにより分離され
、少なくとも１つのろう付けされたマトリックスを支持するプレートのスタックに、交換
器の、好ましくは銅で作られた、少なくとも１つの流体収集分配容器を溶接するために用
いることを特徴とする、ろう付けされた銅製熱交換器を製造するための方法にも関する。
【００３５】
本発明はまた、スペーサを形成するフィンによりそれぞれ分離される複数のプレートのス
タックにより支持されるろう付けされたマトリックスに溶接される少なくとも１つの流体
収集分配容器を備える銅製熱交換器であって、前記容器は銅および１重量％を超えるスズ
を含む合金の少なくとも１層に溶接され、前記少なくとも１層の銅／スズ層は、前記ろう
付けされたマトリックス上に堆積されていることを特徴とする銅製熱交換器にも関する。
【００３６】
もう１つの側面によれば、本発明はまた、本発明による少なくとも１つの交換器を備える
、流体、特に気体混合物を分離するためのプラントであって、好ましくは、前記プラント
は、低温空気分離ユニットであるプラントに関する。
【００３７】
さらにもう１つの側面によれば、本発明は、流体、特に気体混合物を分離するための方法
であって、本発明による少なくとも１つの熱交換器を用い、その流体が好ましくは空気で
ある方法に関する。
【００３８】
【発明の実施の形態】
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本発明は、明細書に添付される図面で例示されている。
【００３９】
図１は、図２で詳細に示される、スペーサを形成するフィン１２により分離されたプレー
ト１１のスタックをろう付けすることにより形成される熱交換器のろう付けされたマトリ
ックス２のようなろう付け３されたマトリックス２に、加工物１、例えば、熱交換器のた
めの流体収集分配容器を溶接するのに適用可能な本発明の原理を示す。
【００４０】
上記溶接部４の亀裂形成の問題を回避するために、加工物１は、先行技術で通常なされる
ように一般的に１０％未満のリンおよび任意の他の化合物を含む銅合金から形成されるろ
う付けされた領域３を有するマトリックス２に直接溶接するのではない。
【００４１】
これは、先行技術のように扱うことにより、交換器のろう付けされたマトリックスへのヘ
ッダーの溶接の間に、ろう付けされた交換器（マトリックス）の厚さの少量が、溶融され
た溶接材料により溶融され、ろう付け材料は次いで、金属堆積物（溶接された結合部）と
混合するが、堆積全体に一様にではないことが見出されているからである。
【００４２】
ろう付け近くの溶融金属では、そのとき、ろう付け材料に含まれる元素の局所的な富化が
起こる。それらの元素の中で、本発明者は、もし局所的なリンの濃度が、堆積した金属、
すなわち交換器とろう付けの銅の不均一な混合に由来する「局所合金」中の溶解限度を超
えるならば、リンが先行技術で生じる亀裂形成問題の起源であるものであることを立証し
た。
【００４３】
本発明によれば、その、リンが誘発する亀裂形成の問題を回避するために、銅／スズ合金
の１以上の重なり合った層５、６、７（１重量％を超えるスズを含む）はまず、加工物１
がその後溶接されるベースを構成するようにろう付け３を有するマトリックス２の面上に
堆積される。ろう付けされた表面３を覆うそれらの重なり合った銅の層５、６、７は、「
バタリング（ｂｕｔｔｅｒｉｎｇ）」層と呼ばれる。
【００４４】
このようにして、マトリックス２のろう付けされた隙間３が終わる表面上に堆積された「
バタリング」層５、６、７は、バタリング層５～７への加工物１の後の溶接の間にろう付
け３から到来する有害な元素の再生（ｒｅｓｕｒｇｅｎｃｅ）による溶接された結合部４
の起こり得る汚染を防止する隔離バリアを構成する。
【００４５】
実際、そのように形成される銅の層５～７は、実質的な劣化無しに、希釈剤として顕著な
量の汚染物質を受容し得る。
【００４６】
それゆえ本発明によれば、加工物１は、先行技術で通常なされるようにろう付けされた領
域３に直接にではなく、ろう付けされたマトリックス３上に予め堆積されたバタリング層
５～７に溶接された結合部４に沿って溶接される。
【００４７】
しかしながら、銅を銅フィラー製品を用いて溶接するときには困難が生じる。というのは
、銅は、ほとんどの合金のようにある温度範囲内ではなく、一定の温度で溶融し、固化す
るからである。結果として、溶接プールは溶接者にとって操作するのが極めて難しく、得
られるビードは一般的にほとんど「濡れて」いない、すなわち、ビードの側面はベース金
属に貧弱にしか結合せず、それら側面はしばしば結合タイプの欠陥も示す、すなわち、フ
ィラー金属は、ベース金属の溶融無しにベース金属上に「載置」されてしまう。
【００４８】
交換器を予備加熱することにより以上の問題を克服する試みがなされ得るが、しかし、こ
の操作は制御することが極めて困難である。というのは、銅の極めて大きな熱伝導性のた
めに、溶接領域で供給される熱は、交換器全体に極めて急速に拡散し、このことは、熱交
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換器全体が予備加熱温度、例えば、３００℃まで加熱されねばならないことを意味する。
この方法を推し進めていくことは時間がかかって高価であり、バタリングでの欠陥をもた
らし得ることが理解されうる。というのは、このことは、溶接ビードを堆積させることが
所望される表面の酸化を引き起こすからである。
【００４９】
それらの全ての欠点を回避するために、本発明の実施の試行は、もしＭＩＧトーチの数セ
ンチメートル前方に、溶接方向に対して横にまたは縦に配置される電気アーク、例えば、
閉ざされていない（ｄｅｃｏｎｆｉｎｅｄ）プラズマまたはＴＩＧアークまたはいくつか
のアークを設置するならば、溶接される領域を予備加熱することを無しで済ますことが可
能であることを示した。このことは極めて局所的であるが有効な予備加熱を提供する。と
いうのは、予備加熱用アークによりそのように提供される熱は、プラズマまたはＴＩＧア
ークによる予備加熱経路とフィラー材料を堆積させるＭＩＧトーチによる経路との間を経
過する時間が短いために、交換器の全体に有意に拡散する時間を有していないからである
。
【００５０】
別の満足の行く解決は、フィラーワイヤとＭＩＧアークを取り囲むプラズマアークを特徴
とするハイブリッドプラズマ／ＭＩＧトーチを用いることからなる。
【００５１】
汚染を最小にすることが所望されるときは、複数の溶接経路が有益である。というのは、
そうすることは、複数の重なり合った「バタリング」層５～７が得られるようにするから
である。
【００５２】
もちろん、バタリング層５～７は、十分な幅を有し、ろう付けに由来してバタリング層５
に導入されるリンが、クラックの形成を回避するのに十分に希釈され、付加的な溶接４が
構造の一体性を損なうことなく作り出されるように、リンの溶解限度がやはり固化温度で
十分に高い、例えば０．５から１％の溶解度であるところの１％を超えるスズ、好ましく
はほぼ３から６％のスズを含む銅合金で作られ得る。
【００５３】
この方法は、低温蒸留塔内の気体を特に低温により分離するために用いられ得るろう付け
された熱交換器の製造に特に良好に適している。
【００５４】
熱交換器の詳細な構造は、本明細書では以下に記載されない。というのは、それは当該産
業で周知であり、また、特にインターネットサイトｗｗｗ．ａｌｐｅｍａ．ｏｒｇ上で見
ることができるし、または、「ろう付けされたアルミニウム製プレート－フィン型熱交換
器製造者協会の標準」、ＡＬＰＩＭＡ、第２版、２０００年に記載されているからである
。
【００５５】
断面として見られるこのタイプの銅製交換器１０のろう付けされた領域の詳細な構造は、
その交換器がプレート間にスペーサを形成するフィン１２により互いに分離されている金
属プレートまたはシート１１のスタックを含むことを示す、図２および図３に模式的に示
される。前記フィン１２は、交換器１０で流体を収集および分配する働きをする１以上の
構造または容器１が溶接されねばならないろう付け３されたマトリックス２をプレート１
１の端部で形成するようにプレート１１の端部でろう付けされる。
【００５６】
　本発明によれば、流体収集分配容器または構造が、合金元素または不可避不純物を含み
得る「バタリング」層５～７に溶接される前に、「バタリング」層５～７は、図１を参照
して前に説明したように交換器１０のマトリックス２のろう付けされた領域３の外表面上
に形成される。
【００５７】
前述の説明のように、「バタリング」パスを実施するために、被覆される領域は、まず、



(8) JP 4373149 B2 2009.11.25

10

20

30

40

50

局所的な予備加熱を受け、次いで、溶融したＣｕ／Ｓｎ合金がこの予備加熱領域に堆積さ
れる。前記Ｃｕ／Ｓｎ合金は溶融性ワイヤの形態で供給され、そのワイヤは、電気アーク
を用いることにより、特に、ＭＩＧトーチにより溶融する。ＭＩＧプロセスは好ましい。
というのは、この溶接プロセスは、ＴＩＧプロセスよりも溶融金属の液体プールの中でよ
り大きな動きを発生させ、それにより、特にろう付けと交差する「バタリング」ビード５
の領域の中で、リンのようなある種の有害元素の局所的な濃縮を防止するからである。
【００５８】
本発明の実施の試行の間に、Ｃｕ－Ｓｎ６Ｐタイプの合金、すなわち任意に不可避不純物
を排除して、約６％のスズ、１％未満のリンおよび残部の銅（１００重量％まで）を含む
合金が希釈剤として比較的多量のリンを受け入れ得ることが見出された。
【００５９】
加えて、このＣｕ－Ｓｎ６Ｐ合金は、純粋な銅の融点未満の融点を有し、それゆえ、ろう
付け合金の融点に近い（純粋な銅の１０８３℃と比較して、９００℃の固相線温度および
１０５０℃の液相線温度）。
【００６０】
加えて、この合金は、よりすぐれた「濡れ」をもたらし、ろう付けされた結合部の間隙に
溶融した合金をより有効に貫通させる。
【００６１】
このＣｕ－Ｓｎ６Ｐ合金の熱伝導度は、室温で５７Ｗ／ｍ．Ｋであり、それに対して、純
粋な銅は、３８０Ｗ／ｍ．Ｋである。それゆえこの合金は、純粋な銅より溶接するのが容
易であり、それゆえ、穏やかな予備加熱によりＭＩＧ溶接プロセスのみならずＴＩＧ溶接
プロセスによっても堆積し得る。
【００６２】
さらに、この合金は、バタリングが実施されることを可能とするが、しかし、その特性は
、合金が、ボックス上に閉鎖溶接部（ｃｌｏｓｕｒｅ　ｗｅｌｄ）を作り出すために用い
られることを可能とする。この合金はまた、極低温できわめて良好な機械的特性を有する
。
【００６３】
この合金は、名称Ｅｒ　Ｃｕ　Ｓｎ－Ａの下でＡＷＳで、およびＢＳ２９０１、第３部、
グレードＣ１１により標準化されている。
【００６４】
しかしながら、銅で被覆されたろう付け領域に加工物（ヘッダー容器）を溶接するために
、ＭＩＧ（金属不活性気体）トーチ、ＴＩＧ（タングステン不活性気体）トーチまたは、
例えばプラズマ－ＭＩＧトーチもしくはＭＩＧ－ＴＩＧトーチのようなそれらのトーチの
組み合わせのようなアーク溶接トーチを用いることも可能であり、補足として、銅／ニッ
ケルまたは銅／アルミニウムタイプのフィラー製品を供給することが可能であり、または
、銅被覆領域と流体ヘッダーのようなステンレス鋼加工物との間に結合を作ることが所望
されるときは、ニッケルまたはニッケル合金タイプの他のフィラー製品を使用することが
可能である。実際、熱交換器の製造の場合には、銅層５、６、７に直接ステンレス鋼流体
ヘッダーを溶接するかまたは、図３に示される銅層５、６、７にそれ自体溶接される銅製
中間加工物１にステンレス鋼流体ヘッダー２１を溶接する（溶接された結合部２０を介し
て）かのいずれかを選択し得る。
【００６５】
【発明の効果】
本発明の溶接方法は、特に、低温蒸留塔の中で低温で空気を分離するために用いられ得る
ろう付けされた熱交換器の製造に良好に適している。というのは、それらの交換器は、従
来の交換器よりも亀裂形成の問題についてより耐性があるからである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理を示す図である。
【図２】図１の一部詳細図である。
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【図３】本発明の１つの変更された態様を示す図である。
【符号の説明】
１…加工物、２…マトリックス、４…溶接部、１１…プレート、１２…フィン、２１…流
体ヘッダー

【図１】

【図２】

【図３】
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